
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
四
号

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
理
に
関
す
る
告
示

（
基
準
点
測
量
成
果
の
写
の
保
管
お
よ
び
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

基
準
点
測
量
成
果
の
写
の
保
管
お
よ
び
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
五

百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
農
山
漁
村
振
興
課
」
を
「
農
山
漁
村
振
興
課
」
に
改
め

る
。

（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
八
十
四
号
の
一
部
改
正
）

第
二
条

昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
八
十
四
号
（
海
岸
保
全
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「農
林
水
産
基
盤
整
備
局
生
産
基
盤
課

」
を
「生

産
基
盤
課

」
に
改
め
る
。

（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

一

昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
四
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
四
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
四
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
一

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
二

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
九
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
三

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
四

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
五

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
六

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
百
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
七

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
百
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
八

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
百
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
九

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
一

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
二

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
三

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件



）
二
十
四

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
五

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
六

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
七

昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
八

昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
九

昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十

昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
一

昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
三
十
二

昭
和
五
十
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
三

昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
四

昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
三
十
五

昭
和
五
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
六

昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
三
十
七

昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
八

昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
千
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
九

昭
和
五
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
四
十

昭
和
五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
百
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
一

昭
和
五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
二

昭
和
五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
九
百
二
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
三

昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
七
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
四

昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
四
十
五

昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
六
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
四
十
六

昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
七

昭
和
五
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
八

昭
和
六
十
年
徳
島
県
告
示
第
八
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
九

昭
和
六
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十

昭
和
六
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
一

昭
和
六
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
二

昭
和
六
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
五
十
三

昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件



）
五
十
四

昭
和
六
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
五
十
五

平
成
元
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
六

平
成
元
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
九
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
七

平
成
二
年
徳
島
県
告
示
第
九
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
八

平
成
二
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五
十
九

平
成
三
年
徳
島
県
告
示
第
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十

平
成
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
一

平
成
五
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
二

平
成
五
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
三

平
成
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
四

平
成
八
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
五

平
成
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
六

平
成
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
七

平
成
十
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
八

平
成
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六
十
九

平
成
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十

平
成
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
一

平
成
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
二
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
二

平
成
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
三

平
成
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
四

平
成
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
五

平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
六

平
成
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
七

平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
八

平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七
十
九

平
成
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
千
六
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十

平
成
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
一

平
成
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
二

平
成
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
三

平
成
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
四

平
成
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
五

平
成
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
九
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
六

平
成
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
七

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
百
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
八

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八
十
九

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
一

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）



九
十
二

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
三

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
九
十
四

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
十
九
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
五

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
六

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
七

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
五
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件

）
九
十
八

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九
十
九

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
八
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
一

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
二

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
三
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
三

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
四

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
五

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
六
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
六

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

百
七

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号
の
一
部
改
正
）

第
四
条

昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
土
木
部
砂
防
課
」
を
「
県
土
整
備
部
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

（
平
成
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
号
等
の
一
部
改
正
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

一

平
成
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二

平
成
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
千
二
百
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三

平
成
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

八

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
一

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
二

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
三

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
四

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
五

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
六

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）



十
七

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
十
八
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
八

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
九

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
四
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
一

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
二

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
三

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
四

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
五

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
六

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
七

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
八

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
九

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
一

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
二

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
十
三
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
三

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
四

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
五

平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
六

平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
七

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
八

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
九

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十

令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
一

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
二

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
五
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四
十
三

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

（
平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
百
十
七
号
の
一
部
改
正
）

第
六
条

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
百
十
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

（
平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号
等
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

一

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二

平
成
二
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

四

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

五

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

六

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

七

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
百
四
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）



八

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

九

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十

平
成
二
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
一

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
二

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
三

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
四

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
十
九
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
五

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
六

平
成
二
十
四
年
徳
島
県
告
示
第
八
百
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
七

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
八

平
成
二
十
五
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
八
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

十
九

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
一

平
成
二
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
九
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
二

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
三

平
成
二
十
七
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
四

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
五

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
六

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
七

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

二
十
八

平
成
二
十
九
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

）
二
十
九

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
一

平
成
三
十
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
二

平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
三

平
成
三
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
四

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
五

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
六

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
七

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
八

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
七
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

三
十
九

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件
）

（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号
等
の
一
部
改
正
）

第
八
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

一

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

二

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）



三

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

四

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

五

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
二
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

六

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
六
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

七

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
七
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

（
平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
等
の
一
部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
河
川
局
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る

。一

平
成
二
十
一
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

二

平
成
二
十
三
年
徳
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号
（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

（
令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号
等
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
砂
防
防
災
課
」
を
「
砂
防
・
気
候
防
災
課
」
に
改
め
る
。

一

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
九
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

二

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

三

令
和
元
年
徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

四

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
十
四
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

五

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
七
十
八
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

六

令
和
四
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
九
号
（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


